
附表 5 表 3 剤生産施設に係る活動目的コード

コード 生産の目的

Ｂ１１ 製造後、同じ施設内で消費（自家消費）

Ｂ１２ 事業所内において貯蔵される 及び 使用される合成中間体

Ｂ１３ 他の企業に移送

附表 6 表 3 剤生産数量区分コード

コード 生産数量区分

Ｂ２１ ３０＜Ｐ≦２００ｔ

Ｂ２２ ２００＜Ｐ≦１，０００ｔ

Ｂ２３ １，０００＜Ｐ≦１０，０００ｔ

Ｂ２４ １０，０００＜Ｐ≦１００，０００ｔ

Ｂ２５ １００，０００ｔ＜Ｐ

「Ｐ」は、表 3 剤の年間生産数量を表す。

附表 7 DOC 生産事業所の生産数量区分コード

コード 生産数量区分

Ｂ３１ ２００＜Ｒ＜１，０００ｔ

Ｂ３２ １，０００≦Ｒ≦１０，０００ｔ

Ｂ３３ １０，０００ｔ＜Ｒ

「Ｒ」は、DOC の年間生産数量を表す。


